
産業情報システムの再構築及び保守・運用業務に係る 

公募型プロポーザル手続き開始の公示 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

令和５年８月７日 

 

公益財団法人広島市産業振興センター 理事長 

  

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

産業情報システムの再構築及び保守・運用業務 
⑵ 業務内容 

別紙「産業情報システムの再構築及び保守・運用委託業務基本仕様書」（以下、

「仕様書」という。）のとおり。 

⑶ 履行期間 

ア 産業情報システムの再構築 

契約締結の日から令和６年２月２９日まで 

ただし、仕様書別紙３「機能要件一覧」項番４７の企業側でのメンテナンス機

能については令和６年３月３１日まで 

イ 産業情報システムの保守・運用 

令和６年３月１日から令和１１年２月２８日まで 

⑷ 委託料の上限額 

２５，３８２，４８５円（消費税及び地方消費税を含む） 

産業情報システムの再構築   １４，８０５，０２８円 

産業情報システムの保守・運用  ９，２０２，４５７円 

英語版ページ作成・更新     １，３７５，０００円 

⑸ 履行場所 

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 

⑹ 事業担当課 

公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター創業支援担当 

〒733-0834 広島市西区草津新町一丁目２１番３５号（広島ミクシス・ビル２階） 

TEL：082-278-8032  FAX：082-278-8570 

E-mail：shinko@ipc.city.hiroshima.jp 

 

２ 受託候補者の特定方法 

公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 

公募型プロポーザルの手続き等の詳細については、別紙「産業情報システムの再



構築及び保守・運用業務に係る公募型プロポーザル説明書（以下、「プロポーザル説

明書」という。）」による。 

 

３ 公募型プロポーザル参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、以下に示す要件を全て満たす者である

こと。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び広島市契約

規則（昭和３９年規則第２８号）第２条の規定に該当していない者であること。 

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売買、借入れ、修繕

及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）

の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目

「３０－０４ 広報・宣伝」または「３０－０６ 情報処理（コンピュータ関連）」

に登録されている者であること。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑷ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処

分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない

こと。 

⑸ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）又は同条第６号に規

定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。） 

イ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の

規定による公表が現に行われている者 

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

４ 公募型プロポーザル説明書等の配布方法等 

⑴ 配布期間 

公示日から令和５年８月１８日（金）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休日

を含む。）を除く日の午前８時３０分から午後５時まで。 

⑵ 配布場所 

〒７３３－０８３４ 

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号（広島ミクシス・ビル２階） 

公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター創業支援担当 

電話０８２－２７８－８０３２ 

※ プロポーザル説明書等は、広島市産業振興センターホームページからダウン

ロードすることができる。 

（ホームページ（https://www.ipc.city.hiroshima.jp/）のトップページ左の

「一般競争入札情報」→「入札情報」） 



 

５ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書の提出 

⑴ 提出書類 

本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、公募型プロポーザル参加資

格確認申請書（様式１）及び必要な添付書類を提出し、参加資格の審査を受けるこ

と。 

⑵ 提出期限 

公示日から令和５年８月１８日（金）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休日

を含む。）を除く日の午前８時３０分から午後５時まで。 

⑶ 提出場所 

前記１⑹の事業担当課 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。） 

⑸ 参加資格の確認及び審査結果の通知 

プロポーザル参加資格の有無については、令和５年８月１８日（金）を基準とし

て、上記⑴により提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書等により確

認し、審査結果を応募者に速やかに書面にて通知する。 

 

６ 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答 

⑴ 質問の受付 

仕様書等の内容に関する質問は次のとおり受付ける。 

ア 受付期間 

公示日から令和５年８月１６日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替  

休日を含む。）を除く日の午前８時３０分から午後５時まで。 

イ 提出場所 

前記１⑹の事業担当課 

ウ 提出方法 

仕様書等に関する質問書（様式４）に記入の上、電子メール又はファックスで

提出すること。提出に当たっては、質問書が提出場所に到達していることを電話

により速やかに確認すること。 

⑵ 質問に対する回答 

質問者に直接回答し、広島市産業振興センターホームページ（前記４⑵の配布

場所と同様）に掲載する。 

 

７ 企画提案書等の提出期限並びに提出場所及び方法 

⑴ 提出期限 

令和５年８月２５日（金）午後５時まで 

 



⑵ 提出場所 

前記１⑹の事業担当課 

⑶ 提出方法 

持参（土曜日、日曜日及び祝日（振替休日を含む。）を除く午前８時３０分から

午後５時の間に提出すること。）又は郵送（郵送の場合は、配達証明書付き書留郵

便に限る。提出期限までに必着のこと。）にて提出すること。 

 

８ その他 

⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び

日本通貨に限る。 

⑵ 応募に参加する者に必要な資格を有しない者の応募は無効とする。 

⑶ 提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合の応募は無効とす

る。 

⑷ その他、詳細はプロポーザル説明書による。 

 


